
会員規約改定のお知らせ　<2026年3月24日>

日頃は当社サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2026年3月24日（火）より以下規約を改定いたします。
※カード裏面の管理番号が「9」または「5」から始まる会員様、au PAY あと払いの会員様が対象となります。

改定対象：
カード会員規約
個人情報の取扱いに関する重要事項
WEB書面交付規約
Apple Payサービス利用規約
au PAY カードアプリ利用規約
au PAY あと払い会員規約
※改定前後の内容につきましては、下記「新旧対照表（2026年3月24日改定）」をご確認ください。

新旧対照表（2026年3月24日改定）

No 対象商品 対象規約 対象規約条項 旧：現状 新：2026年3月24日以降
（赤文字部分が変更箇所） 備考

1 カード裏面の管理番号が「9」 カード会員規約
個人情報の取扱いに関する重要事項 第15条第5項

会員等は、当社が、KDDI 株式会社および沖縄セルラー電話株式会社等（以下、当社と併せて
総称し「KDDI 等」といいます。）に対し、カードを申込した事実および内容、カードの申込を取消し
た事実、カード申込後の当社の手続き状況、カードが発行された事実または発行されなかった事
実、カードの利用内容、カードの利用状況、カードが停止または解約となった事実、カードが停止解
除または再発行となった事実を、入会申込手続、会員等の管理、カードに関する会員等からの照
会対応、カードに係る諸機能および特典の提供、カードに係る利用状況の分析、カードに係るサー
ビスの改善、カードに係るサービスの品質向上、KDDI 等が会員にとって有益と考える情報の掲載ま
たは配信等の目的で提供することを予め同意するものとします。

会員等は、当社が、KDDI 株式会社および沖縄セルラー電話株式会社（以下、当社と併せて総
称し「KDDI 等」といいます。）に対し、カードを申込した事実および内容、カードの申込を取消した
事実、カード申込後の当社の手続き状況、カードが発行された事実または発行されなかった事実、
カードの利用内容、カードの利用状況、カードが停止または解約となった事実、カードが停止解除ま
たは再発行となった事実を、入会申込手続、会員等の管理、カードに関する会員等からの照会対
応、カードに係る諸機能および特典の提供、カードに係る利用状況の分析、カードに係るサービスの
改善、カードに係るサービスの品質向上、KDDI 等が会員にとって有益と考える情報の掲載または
配信等の目的で提供することを予め同意するものとします。

-

2 カード裏面の管理番号が「9」 カード会員規約
個人情報の取扱いに関する重要事項 第16条タイトル 個人信用情報機関の利用および登録 信用情報機関の利用および提供 -

3 カード裏面の管理番号が「9」 カード会員規約
個人情報の取扱いに関する重要事項 第16条第1項

本会員等は、当社または三菱 UFJ ニコスが利用・登録する個人信用情報機関（個人の支払能力・返済能
力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者）について、以下の目的のため
に本会員等の個人情報が取り扱われることを予め同意するものとします。
（1）本会員等の支払能力の調査のために、両社がそれぞれ加盟する個人信用情報機関（以下「加盟個
人信用情報機関」といいます。）および当該機関と提携する個人信用情報機関（以下「提携個人信用情報
機関」といいます。）に照会し、本会員等の個人情報が登録されている場合にはこれを利用すること。
（2）加盟個人信用情報機関に、本会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が本規
約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める期間登録され、当該機関および提携個人信用情報機関の
加盟会員に、本会員等の支払い能力・返済能力の調査のために利用されること。

本会員等は、当社または三菱 UFJ ニコスが利用・提供する信用情報機関（個人の支払能力・返済能力に
関する信用情報を当該機関に加盟する事業者に提供することを業とするものをいいます。）について、次の各
号の目的のために本会員等の個人情報が取り扱われることを予め同意するものとします。
（1）①本会員等の本人を特定するための情報(氏名、生年月日、電話番号、本人確認書類の記号番号
等、住所、等)を両社がそれぞれ加盟する信用情報機関（以下「加盟個人信用情報機関」といいます。）お
よび当該機関と提携する信用情報機関（以下「提携個人信用情報機関」といいます。）に提供し、本会員
等に関する信用情報(3)に定める情報を加盟個人信用情報機関ならびに提携個人信用情報機関に照会し
ます。
②上記①の照会により、加盟個人信用情報機関ならびに提携個人信用情報機関に会員等および当該契約
者の配偶者の信用情報が登録されている場合は、当該信用情報の提供を受け、契約者の支払能力調査・
返済能力調査のために利用します。
（2）加盟個人信用情報機関に、本会員等の本規約に基づく信用情報が本規約末尾の「提供情報および
提供期間」表に定める加盟個人信用情報機関に提供します。加盟個人信用情報機関において本規約末尾
の「提供情報及び提供期間」表に定める期間保有され、(3)(4)(5)に記載のとおり利用されます。
（3）加盟個人信用情報機関が保有する信用情報(CICのみ)
当社または三菱 UFJ ニコスが加盟する加盟個人信用情報機関は、下記の信用情報を保有します。
①当社または三菱UFJニコスを含め、信用情報機関の加盟事業者から提供を受けた情報
②信用情報機関が収集した①以外の情報
③信用情報機関が、保有する信用情報に分析等の処理を行い算出した数値等の情報、その関連情報
（4）信用情報機関による信用情報の利用(CICのみ)
当社または三菱UFJニコスが加盟する加盟個人信用情報機関は、保有する信用情報を下記のとおり利用しま
す。
①信用情報の確認、調査、名寄せ、合算、その他信用情報機関の業務を適切に実施するための処理
②信用情報の分析等の処理およびそれに基づく数値等の情報の算出
(5)信用情報機関による加盟事業者に対する信用情報の提供(CICのみ)
当社または三菱UFJニコスが加盟する加盟個人信用情報機関は、信用情報（(3)①.②.③））を加盟事
業者へ提供します。
また、信用情報（(3)①）を、提携信用情報機関を通じてその加盟事業者へ提供します。

-

4 カード裏面の管理番号が「9」 カード会員規約
個人情報の取扱いに関する重要事項 第16条第2項

加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規約末尾に記載の加盟個人信用
情報機関とし、各加盟個人信用情報機関に登録する情報は本規約末尾の「登録情報および登
録期間」表に定める事実とします。なお、当社または三菱 UFJ ニコスが新たに個人信用情報機関
に加盟する場合には、本会員等に対し、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとしま
す。

削除

-



5 カード裏面の管理番号が「9」 カード会員規約
個人情報の取扱いに関する重要事項 加盟個人信用情報機関

本規約に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。また、両社が本契約期間中に新た
に個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、本会員等に対し書面により通知
し、同意を得るものとします。

※ 株式会社シー・アイ・シー（CIC）は、割賦販売法・貸金業法にもとづく指定信用情報機関で
す。
※ 株式会社日本信用情報機構（JICC）は、貸金業法にもとづく指定信用情報機関です。
※ 各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は上記の各機関開設のホー
ムページをご覧ください。
※JICC は三菱 UFJ ニコスのみが加盟しています。

本規約に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。また、両社が本契約期間中に新た
に信用情報機関に加盟し、利用・提供する場合は、別途、本会員等に対し書面（電磁的記録
を含みます。）により通知し、同意を得るものとします。

※ 株式会社シー・アイ・シー（CIC）は、割賦販売法・貸金業法にもとづく指定信用情報機関で
す。CICの加盟資格、加盟事業者名、信用情報の利用目的および利用方法、同社が実施する
「クレジット・ガイダンス」については、上記の同社のホームページをご覧ください。
※ 株式会社日本信用情報機構（JICC）は、貸金業法にもとづく指定信用情報機関です。
※ 各個人信用情報機関の加盟資格、加盟事業者名等の詳細は上記の各機関開設のホーム
ページをご覧ください。
※三菱UFJニコスのみ、CICとJICCの両機関に加盟しています。

-

6 カード裏面の管理番号が「9」 カード会員規約
個人情報の取扱いに関する重要事項 加盟個人信用情報機関

「登録情報および登録期間」表 「提供情報および提供期間」表

-

7 カード裏面の管理番号が「9」 カード会員規約 提携個人信用情報機関

本規約に定める提携個人信用情報機関は以下のとおりです。

※ KSC の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の KSC 開設のホームページをご覧くだ
さい。

本規約に定める提携個人信用情報機関は以下のとおりです。

※ KSC の加盟資格、加盟事業者名等の詳細は、上記の KSC 開設のホームページをご覧くださ
い。

-

8 カード裏面の管理番号が「9」 カード会員規約 改定日 （2025 年 12 月 9 日改定） （2026 年 3月 24 日改定） -

9 カード裏面の管理番号が「5」 カード会員規約 第3条第1項
当社は、会員本人に対し、カードを貸与します｡カード上には会員氏名・会員番号・カードの有効期
限・管理番号等（以下｢カード情報｣といいます｡）が表示されます。

当社は、会員本人に対し、カードを貸与します｡カード上又は当社所定の方法で会員氏名・会員
番号・カードの有効期限・管理番号等（以下｢カード情報｣といいます｡）が表示されます。 -

10 カード裏面の管理番号が「5」 カード会員規約 第3条第2項
会員は、カードを貸与されたときにカード情報を確認しなければなりません。カードは、カード上に表示
された会員本人以外は使用できません。

会員は、カードを貸与されたときにカード情報を確認しなければなりません。カードは、カード名義人で
ある会員本人以外は使用できません。 -

11 カード裏面の管理番号が「5」 カード会員規約 第7条第1項

カードの有効期限は、当社が指定する年月の末日までとし、カード上に表示します。 カードの有効期限は、当社が指定する年月の末日までとし、カード上又は当社所定の方法で表示
します。

-

12 カード裏面の管理番号が「5」 カード会員規約 第7条第3項 当社は、当社が必要と認め、会員に通知したときは、カード上に表示した有効期限にかかわらず、
更新カードを送付のうえ、カードの有効期限を繰り上げることができます。

当社は、当社が必要と認め、会員に通知したときは、カード上又は当社所定の方法で表示した有
効期限にかかわらず、更新カードを送付のうえ、カードの有効期限を更新することができます。 -

13 カード裏面の管理番号が「5」 カード会員規約
個人情報の取扱いに関する重要事項 第15条第5項

会員等は、当社が、KDDI 株式会社および沖縄セルラー電話株式会社等（以下、当社と併せて
総称し「KDDI 等」といいます。）に対し、カードを申込した事実および内容、カードの申込を取消し
た事実、カード申込後の当社の手続き状況、カードが発行された事実または発行されなかった事
実、カードの利用内容、カードの利用状況、カードが停止または解約となった事実、カードが停止解
除または再発行となった事実を、入会申込手続、会員等の管理、カードに関する会員等からの照
会対応、カードに係る諸機能および特典の提供、カードに係る利用状況の分析、カードに係るサー
ビスの改善、カードに係るサービスの品質向上、KDDI 等が会員にとって有益と考える情報の掲載ま
たは配信等の目的で提供することを予め同意するものとします。

会員等は、当社が、KDDI 株式会社および沖縄セルラー電話株式会社（以下、当社と併せて総
称し「KDDI 等」といいます。）に対し、カードを申込した事実および内容、カードの申込を取消した
事実、カード申込後の当社の手続き状況、カードが発行された事実または発行されなかった事実、
カードの利用内容、カードの利用状況、カードが停止または解約となった事実、カードが停止解除ま
たは再発行となった事実を、入会申込手続、会員等の管理、カードに関する会員等からの照会対
応、カードに係る諸機能および特典の提供、カードに係る利用状況の分析、カードに係るサービスの
改善、カードに係るサービスの品質向上、KDDI 等が会員にとって有益と考える情報の掲載または
配信等の目的で提供することを予め同意するものとします。

-

14 カード裏面の管理番号が「5」 カード会員規約 第16条タイトル 個人信用情報機関の利用および登録 信用情報機関の利用および提供 -

名称 所在地 電話番号 ホームページ（URL）
株式会社
シー・アイ・シー
（CIC）

〒160-8375
東京都新宿区西新宿1-23-7
新宿ファーストウエスト 15階

0120-810-414 https://www.cic.co.jp/

株式会社
日本信用情報機構
（JICC）

〒105-0011
東京都港区芝公園二丁目４番１号
芝パークビル Ｂ館 ４階

0570-055-955 https://www.jicc.co.jp/

名称 電話番号 ホームページ（URL）
株式会社
シー・アイ・シー
（CIC）

0570-666-414 https://www.cic.co.jp/

株式会社
日本信用情報機構
（JICC）

0570-055-955 https://www.jicc.co.jp/

CIC JICC

①本人を特定するための情報（氏
名、性別、生年月日、住所、電話番
号、勤務先、勤務先電話番号、運
転免許証等の記号番号等）

②本契約に係る申し込みをした事実
当社が個人信用情報
機関に照会した日から
６ヶ月間

照会日から６ヶ月以内

③本契約に係る客観的な取引事実
（①の情報のほか、契約の種類、契
約日、極度額、貸付額、商品名およ
びその数量／回数／期間、支払回
数等契約内容に関する情報等）

契約期間中および契約
終了後５年以内

契約継続中および契約
終了後5年以内（ただ
し、債権譲渡の事実に
係る情報については当該
事実の発生日から1年以
内）

④本契約に係る債務の支払いを延滞
等した事実（③の情報のほか、利用
残高、割賦残高、年間請求予定
額、支払日、完済日、延滞等支払い
状況に関する情報等）

契約期間中および契約
終了後５年間

契約継続中および契約
終了後5年以内

登録情報 登録期間

左記②③④のいずれかの情報が
登録されている期間

CIC JICC
①本人を特定するための情報（氏
名、性別、生年月日、住所、電話番
号、勤務先、勤務先電話番号、運
転免許証等の記号番号等）
②本契約の申し込みに係る事実(本
人を特定するための情報および申し込
みをした事実)(申込日・申込商品種
別等)

当社が個人信用情報
機関に照会した日から
６ヶ月間

照会日から６ヶ月以内

③本契約に係る事実(本人を特定す
るための情報および本契約に係る客
観的な取引事実)（①の情報のほ
か、契約の種類、契約日、極度額、
貸付額、商品名およびその数量／回
数／期間、支払回数等契約内容に
関する情報等）

契約期間中および契約
終了後５年以内

契約継続中および契約
終了後5年以内（ただ
し、債権譲渡の事実に
係る情報については当該
事実の発生日から1年以
内）

④上記、本契約に係る事実に債務の
支払いを延滞等した事実が含まれる
場合（③の情報のほか、利用残高、
割賦残高、年間請求予定額、支払
日、完済日、延滞等支払い状況に関
する情報等）

契約期間中および契約
終了後５年間

契約継続中および契約
終了後5年以内

提供情報 提供期間

左記②③④のいずれかの情報が
登録されている期間

名称 所在地 電話番号 ホームページ（URL）

全国銀行個人信用
情報センター
（KSC）

〒100-8216
東京都千代田区丸の内1-3-1 03-3214-5020 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

名称 電話番号 ホームページ（URL）

全国銀行個人信用情
報センター（KSC） 03-3214-5020 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/



15 カード裏面の管理番号が「5」 カード会員規約
個人情報の取扱いに関する重要事項 第16条第1項

本会員等は、当社が利用・登録する個人信用情報機関（個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集
および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者）について、以下の目的のために本会員等の個人情
報が取り扱われることを予め同意するものとします。
（1）本会員等の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関（以下「加盟個人信用情
報機関」といいます。）および当該機関と提携する個人信用情報機関（以下「提携個人信用情報機関」とい
います。）に照会し、本会員等の個人情報が登録されている場合にはこれを利用すること。
（2）加盟個人信用情報機関に、本会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が本規
約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める期間登録され、当該機関および提携個人信用情報機関の
加盟会員に、本会員等の支払い能力・返済能力の調査のために利用されること。

本会員等は、当社が利用・提供する信用情報機関（個人の支払能力・返済能力に関する信用情報を当該
機関に加盟する事業者に提供することを業とするものをいいます。）について、次の各号の目的のために本会員
等の個人情報が取り扱われることを予め同意するものとします。
（1）①本会員等の本人を特定するための情報(氏名、生年月日、電話番号、本人確認書類の記号番号
等、住所、等)を当社が加盟する信用情報機関（以下「加盟個人信用情報機関」といいます。）および当該
機関と提携する信用情報機関（以下「提携個人信用情報機関」といいます。）に提供し、本会員等に関す
る信用情報(3)に定める情報を加盟個人信用情報機関ならびに提携個人信用情報機関に照会します。
②上記①の照会により、加盟個人信用情報機関ならびに提携個人信用情報機関に会員等および当該契約
者の配偶者の信用情報が登録されている場合は、当該信用情報の提供を受け、契約者の支払能力調査・
返済能力調査のために利用します。
（2）加盟個人信用情報機関に、本会員等の本規約に基づく信用情報が本規約末尾の「提供情報および
提供期間」表に定める加盟個人信用情報機関に提供します。加盟個人信用情報機関において本規約末尾
の「提供情報及び提供期間」表に定める期間保有され、(3)(4)(5)に記載のとおり利用されます。
（3）加盟個人信用情報機関が保有する信用情報
当社が加盟する加盟個人信用情報機関は、下記の信用情報を保有します。
①当社を含め、信用情報機関の加盟事業者から提供を受けた情報
②信用情報機関が収集した①以外の情報
③信用情報機関が、保有する信用情報に分析等の処理を行い算出した数値等の情報、その関連情報
（4）信用情報機関による信用情報の利用
当社が加盟する加盟個人信用情報機関は、保有する信用情報を下記のとおり利用します。
①信用情報の確認、調査、名寄せ、合算、その他信用情報機関の業務を適切に実施するための処理
②信用情報の分析等の処理およびそれに基づく数値等の情報の算出
(5)信用情報機関による加盟事業者に対する信用情報の提供
当社が加盟する加盟個人信用情報機関は、信用情報（(3)①.②.③））を加盟事業者へ提供します。
また、信用情報（(3)①）を、提携信用情報機関を通じてその加盟事業者へ提供します。

-

16 カード裏面の管理番号が「5」 カード会員規約
個人情報の取扱いに関する重要事項 第16条第2項

加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規約末尾に記載の加盟個人信用
情報機関とし、各加盟個人信用情報機関に登録する情報は本規約末尾の「登録情報および登
録期間」表に定める事実とします。なお、当社が新たに個人信用情報機関に加盟する場合には、
本会員等に対し、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。

削除

-

17 カード裏面の管理番号が「5」 カード会員規約 第25条第9項
ショッピング利用の申込者に対して、カードに印字された番号の入力を求める場合があります。申込
者がこの番号を誤って入力した場合、会員によるカードの利用を一定期間制限することがあります。

ショッピング利用の申込者に対して、カード上又は当社所定の方法で表示した番号の入力を求める
場合があります。申込者がこの番号を誤って入力した場合、会員によるカードの利用を一定期間制
限することがあります。

-

18 カード裏面の管理番号が「5」 カード会員規約 第47条第1項
会員がカードの紛失・盗難等により、他人にカードを使用された場合、そのカードの利用代金は本会
員の負担とします。

会員がカードまたはカード情報の紛失・盗難等により、他人にカードまたはカード情報を使用された
場合、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。 -

19 カード裏面の管理番号が「5」 カード会員規約
個人情報の取扱いに関する重要事項 ご相談窓口

本規約についてのお問い合わせ・ご相談、カードのサービス・入退会手続等についてのお問い合わ
せ、届出事項の変更のお申し出、支払い停止の抗弁に関する書面、当社に対する個人情報の開
示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ・ご相談および宣伝印刷物の送付等
の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。なお、当社では個人情報保護の
徹底を推進する管理責任者として個人情報管理者を設置しております。

本規約についてのお問い合わせ・ご相談、カードのサービス・入退会手続等についてのお問い合わ
せ、届出事項の変更のお申し出、支払い停止の抗弁に関する書面、当社に対する個人情報の開
示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ・ご相談および宣伝印刷物の送付等
の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。なお、当社では個人情報保護の
徹底を推進する管理責任者として個人情報管理統括責任者を設置しております。

-

20 カード裏面の管理番号が「5」 カード会員規約
個人情報の取扱いに関する重要事項 加盟個人信用情報機関

本規約に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。また、当社が本契約期間中に新た
に個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、本会員等に対し書面により通知
し、同意を得るものとします。

※ 株式会社シー・アイ・シー（CIC）は、割賦販売法・貸金業法にもとづく指定信用情報機関で
す。
※ 個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は上記機関開設のホームページ
をご覧ください。

本規約に定める加盟個人信用情報機関ならびに提携個人信用情報機関は以下のとおりです。ま
た、当社が本契約期間中に新たに信用情報機関に加盟し、利用・提供する場合は、別途、本会
員等に対し書面（電磁的記録を含みます。）により通知し、同意を得るものとします。

※ 株式会社シー・アイ・シー（CIC）は、割賦販売法・貸金業法にもとづく指定信用情報機関で
す。CICの加盟資格、加盟事業者名、信用情報の利用目的および利用方法、同社が実施する
「クレジット・ガイダンス」については、上記の同社のホームページをご覧ください。

-

名称 所在地 電話番号 ホームページ（URL）
株式会社
シー・アイ・シー
（CIC）

〒160-8375
東京都新宿区西新宿1-23-7
新宿ファーストウエスト 15階

0120-810-414 https://www.cic.co.jp/

名称 電話番号 ホームページ（URL）
株式会社
シー・アイ・シー
（CIC）

0570-666-414 https://www.cic.co.jp/



21 カード裏面の管理番号が「5」 カード会員規約
個人情報の取扱いに関する重要事項 加盟個人信用情報機関

「登録情報および登録期間」表 「提供情報および提供期間」表

-

22 カード裏面の管理番号が「5」 カード会員規約 加盟個人信用情報機関

本規約に定める提携個人信用情報機関は以下のとおりです。

※ JICCは、貸金業法にもとづく指定信用情報機関です。JICCの加盟資格、加盟会員企業名な
どの詳細は、上記の JICC 開設のホームページをご覧ください。
※KSCの加盟資格、加盟会員企業名などの詳細は、上記のKSC開設のホームページをご覧くださ
い

本規約に定める提携個人信用情報機関は以下のとおりです。

※ JICCは、貸金業法にもとづく指定信用情報機関です。JICCの加盟資格、加盟事業者名等の
詳細は、上記の JICC 開設のホームページをご覧ください。
※KSCの加盟資格、加盟事業者名等の詳細は、上記のKSC開設のホームページをご覧ください。

-

23 カード裏面の管理番号が「5」 カード会員規約 改定日 （2025年2月18日改定） （2026年３月24日改定） -

24 カード裏面の管理番号が「5」 WEB書面交付規約 第2条第1項

「WEB書面交付サービス」（以下「本サービス」といいます。）とは、会員が、当社から会員に対す
る諸通知を郵送による受け取りに代えて、電磁的方法により確認し、CSVファイル、PDFファイル等
にダウンロードする等してパソコンに記録する方法により提供を受けることができるサービスをいいます。

「WEB書面交付サービス」（以下「本サービス」といいます。）とは、会員が、当社から会員に対す
る諸通知を郵送による受け取りに代えて、電磁的方法により確認し、CSVファイル、PDFファイル等
によりダウンロードする等してパソコン、スマートフォンに記録する方法により提供を受けることができる
サービスをいいます。

-

25 カード裏面の管理番号が「5」 WEB書面交付規約 第5条第4項
本会員は、本サービスにより書面内容をCSVファイル、PDFファイル等にダウンロードする等してパソコ
ンに記録する方法により提供を受けるものとします。この提供を受けないことにより生じる不利益は本
会員の責任とします。

本会員は、本サービスにより書面内容をCSVファイル、PDFファイル等によりダウンロードする等してパ
ソコン、スマートフォンに記録する方法により提供を受けるものとします。この提供を受けないことにより
生じる不利益は本会員の責任とします。

-

26 カード裏面の管理番号が「5」 WEB書面交付規約 改定日 （2024 年 10 月 28 日制定） （2026 年 3 月 24 日改定） -

27 カード裏面の管理番号が「5」 Apple Payサービス利用規約 第3条第2項

当社等の所定の方法を利用して対象端末に本カードを追加するための手続きを行う場合は、本
カードに登録した「au ID」によるログインが必要な場合や、その他当社等所定のお手続きが必要な
場合がございます。「au ID」によるログインが必要な場合は、本決済サービス利用者は、当社が、
KDDI を通じて、Apple Pay 利用規約において定める利用目的のため、Apple 社に対し、本
カード番号、お客さま管理コード、本カードの券面に記載された氏名および有効期限を提供し、
KDDI に対し本カード番号の一部、お客さま管理コード、本カードの券面に記載された氏名を提供
する場合があることに同意するものとします。

当社等の所定の方法を利用して対象端末に本カードを追加するための手続きを行う場合は、本
カードに登録した「au ID」によるログインが必要な場合や、その他当社等所定のお手続きが必要な
場合がございます。「au ID」によるログインが必要な場合は、本決済サービス利用者は、当社が、
KDDI を通じて、Apple Pay 利用規約において定める利用目的のため、Apple 社に対し、本
カード番号、お客さま管理コード、本カードの会員氏名および有効期限を提供し、KDDI に対し本
カード番号の一部、お客さま管理コード、本カードの会員氏名を提供する場合があることに同意する
ものとします。

-

28 カード裏面の管理番号が「5」 Apple Payサービス利用規約 第4条第4項 本決済サービスは、本カードの券面に記載の有効期限内に限り利用することができます。 本決済サービスは、本カードの有効期限内に限り利用することができます。 現状から「券面に記載の」を削除
29 カード裏面の管理番号が「5」 Apple Payサービス利用規約 改定日 （2024 年 10 月 28 日制定） （2026 年 3 月 24 日改定） -

30 カード裏面の管理番号が「9」/「5」
au PAY あと払い au PAY カードアプリ利用規約 第4条第2項

記載なし カード情報の確認機能
お客さま名義のau PAY カードのカード番号、有効期限、セキュリティコードを表示する機能（当社
が指定したカードに限ります。）

-

31 カード裏面の管理番号が「9」/「5」
au PAY あと払い au PAY カードアプリ利用規約 第4条第3項

支払方法の変更機能
お客さま名義のau PAY カードおよびau PAY あと払いにかかる利用代金の支払方法を「リボ払
い」、「分割払い」、「あらかじめリボ」に変更する機能

※2項追加により項番を１つ繰り下げ※
-

32 カード裏面の管理番号が「9」/「5」
au PAY あと払い au PAY カードアプリ利用規約 第4条第4項

au Pontaポータル閲覧機能
本アプリの各リンクからWebView又はブラウザにより、au PontaポータルのWebサイトへ遷移する
機能
この機能の利用には、事前にau Pontaポイントプログラム規約に同意のうえ、au Pontaポイントプ
ログラム規約に定めるPontaポイント利用者情報登録が必要となります。

※2項追加により項番を１つ繰り下げ※

-

33 カード裏面の管理番号が「9」/「5」
au PAY あと払い au PAY カードアプリ利用規約 第4条第5項

お知らせ受信機能
au PAY カードおよびau PAY あと払いの利用に必要な情報、au PAY カードおよびau PAY あと
払いに関するキャンペーンやご案内など、当社からの各種ご案内を受信する機能（受信を希望され
ない場合はお知らせ通知設定機能をOFFにしてください。）

※2項追加により項番を１つ繰り下げ※

-

34 カード裏面の管理番号が「9」/「5」
au PAY あと払い au PAY カードアプリ利用規約 第4条第6項 あらかじめリボ設定機能

支払い方法として「あらかじめリボ」の設定
※2項追加により項番を１つ繰り下げ※ -

35 カード裏面の管理番号が「9」/「5」
au PAY あと払い au PAY カードアプリ利用規約 第4条第7項

本サイトで提供される一部の機能
利用可能額照会、au PAY カードに係るゴールドカードへのランクアップ等の本サイトで提供される一
部の機能（本アプリからの各リンクからWebView又はブラウザにより、本サイト内の会員専用サイト
へ遷移し、本サイトの一部機能が利用できます。本アプリで利用できない機能は本アプリではなく、
別途ブラウザから本サイトへログインして利用ください。）

※2項追加により項番を１つ繰り下げ※

-

36 カード裏面の管理番号が「9」/「5」
au PAY あと払い au PAY カードアプリ利用規約 第4条第8項 その他前各号に付随する機能 ※2項追加により項番を1つ繰り下げ※ -

登録情報 登録情報

①   本人を特定するための情報（氏
名、性別、生年月日、住所、電話番
号、勤務先、勤務先電話番号、運転
免許証等の記号番号等）

左記②③④のいずれかの情報が登録
されている期間

②   本契約に係る申し込みをした事実
(本人を特定するための情報および申込
をした事実)

当社が個人信用情報機関に照会した
日から６ヶ月間

③   本契約に係る客観的な取引事実
（①の情報のほか、契約の種類、契
約日、極度額、貸付額、商品名および
その数量／回数／期間、支払回数等
契約内容に関する情報等）

契約期間中および契約終了後５年以
内

④   上記、本契約に係る債務の支払
いを延滞等した事実（③の情報のほ
か、利用残高、割賦残高、年間請求
予定額、支払日、完済日、延滞等支
払い状況に関する情報等）

契約期間中および契約終了後５年間

CIC

名称 所在地 電話番号 ホームページ（URL）

株式会社
日本信用情報機構（JICC）

〒105-0011
東京都港区芝公園二丁目４番１号
芝パークビル Ｂ館 ４階

0570-055-955 https://www.jicc.co.jp/

全国銀行個人信用情報センター
（KSC）

〒100-8216
東京都千代田区丸の内1-3-1 03-3214-5020 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

名称 電話番号 ホームページ（URL）

株式会社
日本信用情報機構（JICC） 0570-055-955 https://www.jicc.co.jp/

全国銀行個人信用情報センター（KSC） 03-3214-5020 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

提供情報 提供期間

①   本人を特定するための情報（氏
名、性別、生年月日、住所、電話番
号、勤務先、勤務先電話番号、運転
免許証等の記号番号等）

左記②③④のいずれかの情報が登録
されている期間

②   本契約の申し込みに係る事実(本
人を特定するための情報および申し込
みをした事実)

当社が個人信用情報機関に照会した
日から６ヶ月間

③   本契約に係る事実(本人を特定す
るための情報および本契約に係る客観
的な取引事実)（①の情報のほか、契
約の種類、契約日、極度額、貸付
額、商品名およびその数量／回数／
期間、支払回数等契約内容に関する
情報等）

契約期間中および契約終了後５年
以内

④   上記、本契約に係る事実に債務
の支払いを延滞等した事実が含まれる
場合（③の情報のほか、利用残高、
割賦残高、年間請求予定額、支払
日、完済日、延滞等支払い状況に関
する情報等）

契約期間中および契約終了後５年
間

CIC



37 カード裏面の管理番号が「9」/「5」
au PAY あと払い au PAY カードアプリ利用規約 改定日 2025年2月18日 2026年3月24日 -

38 au PAY あと払い au PAY あと払い会員規約
個人情報の取扱いに関する重要事項 第14条第5項

会員等は、当社が、KDDI 株式会社および沖縄セルラー電話株式会社等（以下、当社と併せて
総称し「KDDI 等」といいます。）に対し、カードを申込した事実および内容、カードの申込を取消し
た事実、カード申込後の当社の手続き状況、カードが発行された事実または発行されなかった事
実、カードの利用内容、カードの利用状況、カードが停止または解約となった事実、カードが停止解
除または再発行となった事実を、入会申込手続、会員等の管理、カードに関する会員等からの照
会対応、カードに係る諸機能および特典の提供、カードに係る利用状況の分析、カードに係るサー
ビスの改善、カードに係るサービスの品質向上、KDDI 等が会員にとって有益と考える情報の掲載ま
たは配信等の目的で提供することを予め同意するものとします。

会員等は、当社が、KDDI 株式会社および沖縄セルラー電話株式会社（以下、当社と併せて総
称し「KDDI 等」といいます。）に対し、カードを申込した事実および内容、カードの申込を取消した
事実、カード申込後の当社の手続き状況、カードが発行された事実または発行されなかった事実、
カードの利用内容、カードの利用状況、カードが停止または解約となった事実、カードが停止解除ま
たは再発行となった事実を、入会申込手続、会員等の管理、カードに関する会員等からの照会対
応、カードに係る諸機能および特典の提供、カードに係る利用状況の分析、カードに係るサービスの
改善、カードに係るサービスの品質向上、KDDI 等が会員にとって有益と考える情報の掲載または
配信等の目的で提供することを予め同意するものとします。

-

39 au PAY あと払い au PAY あと払い会員規約
個人情報の取扱いに関する重要事項 第15条第1項

本会員等は、当社が利用・登録する個人信用情報機関（個人の支払能力・返済能力に関する
情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者）について、以下の目的のため
に本会員等の個人情報が取り扱われることを予め同意するものとします。
（1）本会員等の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関（以下「加盟
個人信用情報機関」といいます。）および当該機関と提携する個人信用情報機関（以下「提携
個人信用情報機関」といいます。）に照会し、本会員等の個人情報が登録されている場合にはこ
れを利用すること。
（2）加盟個人信用情報機関に、本会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人
情報が本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める期間登録され、当該機関および提
携個人信用情報機関の加盟会員に、本会員等の支払い能力・返済能力の調査のために利用さ
れること。

本会員等は、当社が利用・提供する信用情報機関（個人の支払能力・返済能力に関する信用情報を当該
機関に加盟する事業者に提供することを業とするものをいいます。）について、次の各号の目的のために本会員
等の個人情報が取り扱われることを予め同意するものとします。
（1）①本会員等の本人を特定するための情報(氏名、生年月日、電話番号、本人確認書類の記号番号
等、住所、等)を当社が加盟する信用情報機関（以下「加盟個人信用情報機関」といいます。）および当該
機関と提携する信用情報機関（以下「提携個人信用情報機関」といいます。）に提供し、本会員等に関す
る信用情報(3)に定める情報を加盟個人信用情報機関ならびに提携個人信用情報機関に照会します。
②上記①の照会により、加盟個人信用情報機関ならびに提携個人信用情報機関に会員等および当該契約
者の配偶者の信用情報が登録されている場合は、当該信用情報の提供を受け、契約者の支払能力調査・
返済能力調査のために利用します。
（2）加盟個人信用情報機関に、本会員等の本規約に基づく信用情報が本規約末尾の「提供情報および
提供期間」表に定める加盟個人信用情報機関に提供します。加盟個人信用情報機関において本規約末尾
の「提供情報及び提供期間」表に定める期間保有され、(3)(4)(5)に記載のとおり利用されます。
（3）加盟個人信用情報機関が保有する信用情報
当社が加盟する加盟個人信用情報機関は、下記の信用情報を保有します。
①当社を含め、信用情報機関の加盟事業者から提供を受けた情報
②信用情報機関が収集した①以外の情報
③信用情報機関が、保有する信用情報に分析等の処理を行い算出した数値等の情報、その関連情報
（4）信用情報機関による信用情報の利用
当社が加盟する加盟個人信用情報機関は、保有する信用情報を下記のとおり利用します。
①信用情報の確認、調査、名寄せ、合算、その他信用情報機関の業務を適切に実施するための処理
②信用情報の分析等の処理およびそれに基づく数値等の情報の算出
(5)信用情報機関による加盟事業者に対する信用情報の提供
当社が加盟する加盟個人信用情報機関は、信用情報（(3)①.②.③））を加盟事業者へ提供します。
また、信用情報（(3)①）を、提携信用情報機関を通じてその加盟事業者へ提供します。

-

40 au PAY あと払い au PAY あと払い会員規約
個人情報の取扱いに関する重要事項 第15条第2項

加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規約末尾に記載の加盟個人信用
情報機関とし、各加盟個人信用情報機関に登録する情報は本規約末尾の「登録情報および登
録期間」表に定める事実とします。なお、当社が新たに個人信用情報機関に加盟する場合には、
本会員等に対し、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。

削除

-

41 au PAY あと払い au PAY あと払い会員規約
個人情報の取扱いに関する重要事項 ご相談窓口

本規約についてのお問い合わせ・ご相談、カードのサービス・入退会手続等についてのお問い合わ
せ、届出事項の変更のお申し出、支払い停止の抗弁に関する書面、当社に対する個人情報の開
示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ・ご相談および宣伝印刷物の送付等
の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。なお、当社では個人情報保護の
徹底を推進する管理責任者として個人情報管理者を設置しております。

本規約についてのお問い合わせ・ご相談、カードのサービス・入退会手続等についてのお問い合わ
せ、届出事項の変更のお申し出、支払い停止の抗弁に関する書面、当社に対する個人情報の開
示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ・ご相談および宣伝印刷物の送付等
の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。なお、当社では個人情報保護の
徹底を推進する管理責任者として個人情報管理統括責任者を設置しております。

-

42 au PAY あと払い au PAY あと払い会員規約
個人情報の取扱いに関する重要事項 加盟個人信用情報機関

〈加盟個人信用情報機関〉
本規約に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。また、当社が本契約期間中に新た
に個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、本会員等に対し書面により通知
し、同意を得るものとします。

※ 株式会社シー・アイ・シー（CIC）は、割賦販売法・貸金業法にもとづく指定信用情報機関で
す。
※ 個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は上記機関開設のホームページ
をご覧ください。

〈加盟個人信用情報機関〉
本規約に定める加盟個人信用情報機関ならびに提携個人信用情報機関は以下のとおりです。ま
た、当社が本契約期間中に新たに信用情報機関に加盟し、利用・提供する場合は、別途、本会
員等に対し書面（電磁的記録を含みます。）により通知し、同意を得るものとします。

※ 株式会社シー・アイ・シー（CIC）は、割賦販売法・貸金業法にもとづく指定信用情報機関で
す。CICの加盟資格、加盟事業者名、信用情報の利用目的および利用方法、同社が実施する
「クレジット・ガイダンス」については、上記の同社のホームページをご覧ください。

-

名称 所在地 電話番号 ホームページ（URL）
株式会社
シー・アイ・シー
（CIC）

〒160-8375
東京都新宿区西新宿1-23-7
新宿ファーストウエスト 15階

0120-810-414 https://www.cic.co.jp/

名称 電話番号 ホームページ（URL）
株式会社
シー・アイ・シー
（CIC）

0570-666-414 https://www.cic.co.jp/



43 au PAY あと払い au PAY あと払い会員規約
個人情報の取扱いに関する重要事項 加盟個人信用情報機関

「登録情報および登録期間」表 「提供情報および提供期間」表

-

44 au PAY あと払い au PAY あと払い会員規約 加盟個人信用情報機関

本規約に定める提携個人信用情報機関は以下のとおりです。

※ JICCは、貸金業法にもとづく指定信用情報機関です。JICCの加盟資格、加盟会員企業名な
どの詳細は、上記の JICC 開設のホームページをご覧ください。
※KSCの加盟資格、加盟会員企業名などの詳細は、上記のKSC開設のホームページをご覧くださ
い

本規約に定める提携個人信用情報機関は以下のとおりです。

※ JICCは、貸金業法にもとづく指定信用情報機関です。JICCの加盟資格、加盟事業者名等の
詳細は、上記の JICC 開設のホームページをご覧ください。
※KSCの加盟資格、加盟事業者名等の詳細は、上記のKSC開設のホームページをご覧ください

-

45 au PAY あと払い au PAY あと払い会員規約 改定日 （2025年2月18日改定） （2026年３月24日改定） -

46 au PAY あと払い WEB書面交付規約 第2条第1項

「WEB書面交付サービス」（以下「本サービス」といいます。）とは、会員が、当社から会員に対す
る諸通知を郵送による受け取りに代えて、電磁的方法により確認し、CSVファイル、PDFファイル等
にダウンロードする等してパソコンに記録する方法により提供を受けることができるサービスをいいます。

「WEB書面交付サービス」（以下「本サービス」といいます。）とは、会員が、当社から会員に対す
る諸通知を郵送による受け取りに代えて、電磁的方法により確認し、CSVファイル、PDFファイル等
によりダウンロードする等してパソコン、スマートフォンに記録する方法により提供を受けることができる
サービスをいいます。

-

47 au PAY あと払い WEB書面交付規約 第5条第4項
本会員は、本サービスにより書面内容をCSVファイル、PDFファイル等にダウンロードする等してパソコ
ンに記録する方法により提供を受けるものとします。この提供を受けないことにより生じる不利益は本
会員の責任とします。

本会員は、本サービスにより書面内容をCSVファイル、PDFファイル等によりダウンロードする等してパ
ソコン、スマートフォンに記録する方法により提供を受けるものとします。この提供を受けないことにより
生じる不利益は本会員の責任とします。

-

48 au PAY あと払い WEB書面交付規約 改定日 （2024 年 10 月 28 日制定） （2026 年 3 月 24 日改定） -

49 au PAY あと払い Apple Payサービス利用規約 第3条第2項

当社等の所定の方法を利用して対象端末に本カードを追加するための手続きを行う場合は、本
カードに登録した「au ID」によるログインが必要な場合や、その他当社等所定のお手続きが必要な
場合がございます。「au ID」によるログインが必要な場合は、本決済サービス利用者は、当社が、
KDDI を通じて、Apple Pay 利用規約において定める利用目的のため、Apple 社に対し、本
カード番号、お客さま管理コード、会員本人が閲覧できる会員サイトおよびその他別途当社の指定
するweb上の場所等（以下「会員サイト等」といいます。）に記載等された氏名および有効期限を
提供し、KDDI に対し本カード番号の一部、お客さま管理コード、会員サイト等に記載された氏名
を提供する場合があることに同意するものとします。

当社等の所定の方法を利用して対象端末に本カードを追加するための手続きを行う場合は、本
カードに登録した「au ID」によるログインが必要な場合や、その他当社等所定のお手続きが必要な
場合がございます。「au ID」によるログインが必要な場合は、本決済サービス利用者は、当社が、
KDDI を通じて、Apple Pay 利用規約において定める利用目的のため、Apple 社に対し、本
カード番号、お客さま管理コード、会員本人が閲覧できる会員サイトおよびその他別途当社の指定
するweb上の場所等（以下「会員サイト等」といいます。）に記載等された会員氏名および有効
期限を提供し、KDDI に対し本カード番号の一部、お客さま管理コード、会員サイト等に記載され
た会員氏名を提供する場合があることに同意するものとします。

-

50 au PAY あと払い Apple Payサービス利用規約 第4条第4項 本決済サービスは、本カードの券面に記載の有効期限内に限り利用することができます。 本決済サービスは、本カードの有効期限内に限り利用することができます。 現状から「券面に記載の」を削除
51 au PAY あと払い Apple Payサービス利用規約 改定日 （2024 年 10 月 28 日制定） （2026 年 3 月 24 日改定） -

登録情報 登録情報

①   本人を特定するための情報（氏
名、性別、生年月日、住所、電話番
号、勤務先、勤務先電話番号、運転
免許証等の記号番号等）

左記②③④のいずれかの情報が登録
されている期間

②   本契約に係る申し込みをした事実
(本人を特定するための情報および申込
をした事実)

当社が個人信用情報機関に照会した
日から６ヶ月間

③   本契約に係る客観的な取引事実
（①の情報のほか、契約の種類、契
約日、極度額、貸付額、商品名および
その数量／回数／期間、支払回数等
契約内容に関する情報等）

契約期間中および契約終了後５年以
内

④   上記、本契約に係る債務の支払
いを延滞等した事実（③の情報のほ
か、利用残高、割賦残高、年間請求
予定額、支払日、完済日、延滞等支
払い状況に関する情報等）

契約期間中および契約終了後５年間

CIC

名称 所在地 電話番号 ホームページ（URL）

株式会社
日本信用情報機構（JICC）

〒105-0011
東京都港区芝公園二丁目４番１号
芝パークビル Ｂ館 ４階

0570-055-955 https://www.jicc.co.jp/

全国銀行個人信用情報センター
（KSC）

〒100-8216
東京都千代田区丸の内1-3-1 03-3214-5020 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

名称 電話番号 ホームページ（URL）

株式会社
日本信用情報機構（JICC） 0570-055-955 https://www.jicc.co.jp/

全国銀行個人信用情報センター（KSC） 03-3214-5020 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

提供情報 提供期間

①   本人を特定するための情報（氏
名、性別、生年月日、住所、電話番
号、勤務先、勤務先電話番号、運転
免許証等の記号番号等）

左記②③④のいずれかの情報が登録
されている期間

②   本契約の申し込みに係る事実(本
人を特定するための情報および申し込
みをした事実)

当社が個人信用情報機関に照会した
日から６ヶ月間

③   本契約に係る事実(本人を特定す
るための情報および本契約に係る客観
的な取引事実)（①の情報のほか、契
約の種類、契約日、極度額、貸付
額、商品名およびその数量／回数／
期間、支払回数等契約内容に関する
情報等）

契約期間中および契約終了後５年
以内

④   上記、本契約に係る事実に債務
の支払いを延滞等した事実が含まれる
場合（③の情報のほか、利用残高、
割賦残高、年間請求予定額、支払
日、完済日、延滞等支払い状況に関
する情報等）

契約期間中および契約終了後５年
間

CIC
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